
 

建築行政サービスの向上及び業務の効率化のため、令和８年４月１日より組織改正及び建築関

連窓口・執務室の移転を実施します。 

つきましては、以下の該当業務・窓口をご確認の上、ご来庁の際はご注意いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○違反建築物の指導  

○中高層建築物の建築に係る紛争防止条例の届出 

○建築基準法に基づく許可・認定（仮設建築物、法

第４３条第２項、仮使用） 

○リサイクル法の届出 

○長期優良住宅の認定 

○狭あい道路拡幅整備の相談及び助成 

○道路の位置の指定及び廃止  

○既存ブロック塀等改善の相談及び助成 

○建築計画概要書の閲覧及び写しの交付（※） 

○建築台帳記載事項証明書の交付（※） 

○道路位置指定図等の閲覧及び写しの交付（※） 

（西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区） 

北部建築指導課 

大宮区役所６階 

さいたま市大宮区吉敷町 1-124-1 

℡ 048-646-3235 

 

（中央区・桜区・浦和区・南区・緑区） 

南部建築指導課 

中央区役所別館２階 

さいたま市中央区下落合 5-7-10 

℡ 048-840-6236 

○建築物等に係る審査及び確認並びに検査 

○指定確認検査機関からの報告 

○バリアフリー法に基づく計画の認定 

○だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に基づ

く届出 

（市内全域） 

建築審査課 

大宮区役所６階 

さいたま市大宮区吉敷町 1-124-1 

℡ 048-646-3242 

○中高層建築物の建築に係る紛争防止条例のあっ

せん及び調停 

○民間葬祭場建築等指導要綱 

○ワンルーム形式集合住宅の指導基準 

○建築物省エネ法に基づく認定・適合性判定 

○民間建築物アスベスト除去等に係る助成 

○既存建築物耐震補強等の助成及び相談 

○一戸建て住宅の耐震補強工事等の助成及び相談 

○低炭素建築物新築等計画の認定 

（市内全域） 

建築総務課 

さいたま市役所本庁舎１０階 

さいたま市浦和区常盤 6-4-4 

℡ 048-829-1539 

 赤字：変更箇所となります。 

（※）北部建築指導課及び南部建築指導課に配置している自動交付機（令和８年３月１６日

稼働予定）をご利用ください。 

   （自動交付機の対象外の交付物については、窓口のみの取扱いとなります。） 

令和８年４月１日より 

建築関連窓口・執務室が変わります 


